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授業の再開について 

 

薫風の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 

平素は本校の教育活動にご理解とご協力をたまわり誠にありがとうございます。 

さて、本校は新型コロナウイルスの感染拡大防止から、５月３１日まで休校措置をとる予定で 

したが、現在の県内における新型コロナウイルスの感染状況の推移を踏まえ、また学校生活の正 

常化を図る観点から、５月２５日（月）から授業を再開する判断をしました。引き続き、新型コ 

ロナウイルスの感染予防に最大限配慮したうえで、まずは、生徒が学習習慣などを整え、授業再 

開に向けた準備を進めるために、学年ごとの登校日を以下の通り設定します。 

しかし、全学年の夏季休業前までのさまざまな行事につきましては、現状では、中止や延期の 

方向で進めざるを得ません。また以下のことは、現時点での判断であり、今後、新型コロナウイ 

ルス感染症の感染状況によっては、時期や内容の見直しをすることもあります。 

つきましては、授業の再開に向けての具体的なお願いと連絡は以下の通りとなりますので、ど 

うかご理解とご協力をたまわりますようお願い申しあげます。 

 

１ 登校日の設定について 

各学年とも９：４５から SHR を行い、午前中日課を予定。（スクールバスは運行されます。） 

  １年生；５月１９日（火） ２年生；５月２１日（木） ３年生；５月２２日（金） 

  ※１年生の夏服の受け渡しについては、５月２６日（火）を予定しています。 

 

２ 通常授業の開始について 

５月２５日（月）から５月２９日（金）までは、各学年とも９：４５から SHRを行い、全学 

年、短縮６時間授業を行う予定です。６月１日（月）からの日課についてはあらためて生徒 

へ連絡いたします。 

 

３ 感染予防対策と健康指導について 

(1) 朝の健康チェック 

登校前に健康チェック（検温、健康チェック：体調が優れない、だるさがある等）を必ず 

お願いします。微熱がある場合や体調がすぐれない場合は無理に登校させないでください。 



(2) 感染予防対策 

学校では当面の間、教室の終日換気、登校後や食事前、授業後の手洗いの指導を徹底し、 

放課後、教室や活動場所の消毒を行います。教室の換気や消毒を行うため、各自、所持品の 

管理はさらに徹底して行うようご指導ください。 

(3) マスク着用について 

学校においては人の密度を下げることに注力しますが、教育活動上、近距離での会話や 

発声等が必要な場面も生じることが考えられ、授業中の活動時にはマスク着用が必要とな 

ります。マスク不足が続く現状ではありますが、マスクまたはそれに変わるものをご用意 

いただきたいと存じます。 

 

４ 部活動について 

部活動については、５月３１日（日）までは原則活動禁止とし、６月１日（月）から再開し 

ます。活動内容については、体力面を考慮しながら、負荷のかからない活動から始めます。活 

動は当面校内に限った活動とし、校外での活動や他校との合同練習、練習試合等は原則中止、 

延期とします。 

 

５ 保護者会（三者懇談）について 

今年度においては、従来通り来校いただく形に加え、現在、生徒が家庭学習時に使用して 

います iPadを利用した遠隔での個別懇談等の形を新たに設定してまいります。詳細につきま 

しては、あらためてご案内をいたします。 

 

６ １学期の成績評価について 

臨時休業中に配布したすべての課題の成果と１学期末考査までの授業での活動内容、１学期 

 末考査の成績を総合的に判断して評価します。 

 

７ 出席停止等の扱いについて 

国から特定警戒府県とされている地域から通学する生徒は、５月３１日（日）までは原則家

庭学習を継続して課題に取り組むようにしてください。また、５月３１日（日）以降も特定警

戒府県の指定が継続している場合、引き続き家庭学習を継続して、課題に取り組むようにして

ください。また寮生徒については、居住地域の感染状況を踏まえ、担当顧問と連携を取りなが

ら帰寮を計画してください。なお、この場合の出欠の扱いについては、生徒の不利にならない

よう配慮します。 

また、発熱等の風邪の症状がみられる生徒や体調のすぐれない生徒は、自宅で休養すること

とし、この場合の出欠の扱いについても生徒の不利にならないよう配慮します。 


